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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスネットワークのネットワークノード（１００）により実行される、ワイヤレ
スデバイス（１０２）からのアップリンク送信を制御するための方法であって、
　前記ワイヤレスデバイスへ絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットをシグナリングすること
（１：２，２００）、を含み、
　前記ＡＧＳビットは、
　－前記ワイヤレスデバイス（１０２）へ次の許可がシグナリングされるまで前記ワイヤ
レスデバイス（１０２）がアップリンク送信（２０６）について許可されること、
　を示す、方法。
【請求項２】
　前記ネットワークノード（１００）は、拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）絶対許可チャ
ネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）において前記ＡＧＳビットをシグナリングする、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記ネットワークノード（１００）は、前記ＡＧＳビットをシグナリングして、高ビッ
トレート送信に専用のクリーンキャリア上での前記ワイヤレスデバイス（１０２）からの
アップリンク送信を許可する、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　ワイヤレスネットワークのネットワークノード（１００，７００）であって、前記ネッ
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トワークノード（１００，７００）は、ワイヤレスデバイス（１０２，７０２）からのア
ップリンク送信を制御するように構成され、前記ネットワークノード（１００，７００）
は、前記ワイヤレスデバイス（１０２，７０２）へ絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットを
シグナリングするように構成される手段を備え、
　前記ＡＧＳビットは、
　－前記ワイヤレスデバイス（１０２，７０２）へ次の許可がシグナリングされるまで前
記ワイヤレスデバイス（１０２，７０２）がアップリンク送信（２０６）について許可さ
れること、
　を示す、ネットワークノード（１００，７００）。
【請求項５】
　前記ネットワークノード（１００，７００）は、拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）絶対
許可チャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）において前記ＡＧＳビットをシグナリングする、ように構
成される手段を備える、請求項４に記載のネットワークノード（１００，７００）。
【請求項６】
　前記ネットワークノード（１００，７００）は、前記ＡＧＳビットをシグナリングして
、高ビットレート送信に専用のクリーンキャリア上での前記ワイヤレスデバイス（１０２
，７０２）からのアップリンク送信を許可する、ように構成される手段を備える、請求項
４又は請求項５に記載のネットワークノード（１００，７００）。
【請求項７】
　ワイヤレスネットワークのネットワークノード（１００）によりサービスされるワイヤ
レスデバイス（１０２）により実行される、アップリンク送信を制御するための方法であ
って、
　前記ネットワークノード（１００）から、絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットを伴うシ
グナリングを受信すること、を含み、
　前記ＡＧＳビットは、
　－前記ワイヤレスデバイス（１０２）へ次の許可がシグナリングされるまで前記ワイヤ
レスデバイス（１０２）がアップリンク送信（２０６）について許可されること、
　を示す、方法。
【請求項８】
　前記ワイヤレスデバイス（１０２）は、前記ネットワークノード（１００）から、拡張
専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）絶対許可チャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）において前記ＡＧＳビッ
トを受信する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークノード（１００）から受信される前記ＡＧＳビットは、高ビットレー
ト送信に専用のクリーンキャリア上でのアップリンク送信を許可する、請求項７又は請求
項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ワイヤレスネットワークのネットワークノード（１００，７００）によりサービスされ
る際にアップリンク送信を制御するように構成されるワイヤレスデバイス（１０２，７０
２）であって、
　前記ネットワークノード（１００，７００）から、絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビット
を伴うシグナリングを受信するように構成される手段、を備え、
　前記ＡＧＳビットは、
　－前記ワイヤレスデバイスへ次の許可がシグナリングされるまで前記ワイヤレスデバイ
ス（１０２，７０２）がアップリンク送信について許可されること、
　を示す、ワイヤレスデバイス（１０２，７０２）。
【請求項１１】
　前記ワイヤレスデバイス（１０２）は、前記ネットワークノード（１００）から、拡張
専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）絶対許可チャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）において前記ＡＧＳビッ
トを受信する、ように構成される手段を備える、請求項１０に記載のワイヤレスデバイス
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（１０２，７０２）。
【請求項１２】
　前記ネットワークノード（１００）から受信される場合の前記ＡＧＳビットは、高ビッ
トレート送信に専用のクリーンキャリア上でのアップリンク送信を許可する、請求項１０
又は請求項１１に記載のワイヤレスデバイス（１０２，７０２）。
【請求項１３】
　少なくとも１つのプロセッサ上で実行された場合に、前記少なくとも１つのプロセッサ
に、請求項１～３及び７～９のいずれか１項に記載の方法を実行させる命令、を含むコン
ピュータプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のコンピュータプログラムを含むコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、例えば時間分割多重方式における、ワイヤレスデバイスからのアッ
プリンク送信を制御するための、ワイヤレスネットワークのネットワークノード、ワイヤ
レスデバイス及びそれらにおける方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、セルのような様々なエリア内で多様なワイヤレスデバイス向けの無線通信を提供
するために、様々なタイプのワイヤレスネットワークが開発されている。通常セルラー又
はモバイルネットワークとしても言及されるワイヤレスネットワークには、サービス並び
にスマートフォン及びタブレットなどますます進化した端末を用いる加入者からの需要を
満たす、より良好なキャパシティ、品質及びカバレッジを提供するための絶え間ない改善
がなされており、それらはしばしばネットワーク内のデータトランスポートのために相当
な量の帯域幅及びリソースを要する。従って、ワイヤレスネットワーク内の基地局と、そ
れら基地局と通信する多様なワイヤレスデバイスとの間の無線通信における、例えば高い
データスループット、低遅延、及び低い破棄データ又は逸失データの割合の観点での、高
いキャパシティ及び良好な性能を達成することがチャレンジとなることが多い。
【０００３】
　ワイヤレスネットワークにおける無線通信の分野での“ワイヤレスデバイス”及び“ユ
ーザ機器（ＵＥ）”との用語は、本開示において、サービングネットワークから送信され
るダウンリンク信号の受信及びネットワークノードへのアップリンク信号の送信を含むワ
イヤレスネットワークとの無線通信の可能な、任意のモバイルフォン、タブレット、Ｍ２
Ｍ（Machine-to-Machine）デバイス、又はラップトップコンピュータを表すものとして共
通的に使用され及び互換可能に使用されるであろう。ＵＥの代わりに“ユーザ”との用語
が使用されることもある。さらに、“ネットワークノード”、“基地局”及び“ノードＢ
”との用語は、本開示において、ワイヤレスデバイス又はＵＥとの間でアップリンク無線
信号及びダウンリンク無線信号を通信することのできるワイヤレスネットワークの任意の
ノードを表すものとして互換可能に使用され得る。ここで説明されるネットワークノード
は、限定ではないものの、基地局、又はネットワーク内の伝送を制御する他のいかなるノ
ードであってもよい。
【０００４】
　ワイヤレスネットワークにおけるキャパシティ及び性能を改善する目的で、リソース使
用の点でより効率的な無線通信を行うことを意図される多様な特徴を採用することができ
る。具体的には、ワイヤレスデバイスにより行われるアップリンク送信により生じる干渉
の量を低減することが望ましく、それは転じてキャパシティ及び性能を改善し得る。例え
ば、高いビットレートでの送信は、他者へ高い干渉を生じさせ得る。高いビットレートは
、通信を成功させるために高い信号対干渉比（ＳＩＲ）をも要し得る。デバイスの利用可
能な電力によって信号強度は制限されることから、マルチユーザシナリオにおけるＳＩＲ
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はひどく劣化するかもしれず、それらデバイスにとって一層低い最大ビットレートがもた
らされ、システム全体としてのより低いスループットにもつながる。
【０００５】
　この干渉の課題は、いわゆる“クリーンキャリア”を採用することによって解決され得
る。“クリーンキャリア”は、時間分割多重（ＴＤＭ）方式において高ビットレート送信
に専用とされる。ＴＤＭ方式では、複数のアップリンク送信は、ワイヤレスデバイスに割
り当てられる別々の送信時間インターバル（ＴＴＩ）にて分離される。それにより、上記
キャリアは周波数で分離される他のキャリア上の伝送を妨害しないことから、あまり厳密
ではない電力制御を採用することができる。概して、利用可能な無線リソースを可能な限
り効率的に利用することによりネットワーク内のキャパシティを改善することは、ネット
ワーク事業者にとっての関心の対象である。ＴＤＭ方式では、無線リソースは時間及び周
波数によって共通的に定義され、一度に、即ち別個のＴＴＩの期間中に１つだけのワイヤ
レスデバイスが特定の周波数上で送信を行うことを許容される。これは本分野においてよ
く知られている。この処理は、ワイヤレスデバイスへのいわゆる許可（grant）をシグナ
リングすることにより制御される。
【０００６】
　しかしながら、例えばＴＤＭ方式において、アップリンク送信を制御する処理が時々、
別個のＴＴＩに異なるワイヤレスデバイスを多重化するためにワイヤレスデバイスとネッ
トワークノードとの間の多くのシグナリングを要し得ることが問題である。他の問題は、
現在採用されているシグナリング方式の結果としていくつかのＴＴＩが未使用となり得る
という形で、旧来のシグナリングが、キャリア及びＴＴＩの点で利用可能な無線リソース
の非最適な利用に帰着し得ることであり、これは究極的にはキャパシティの無駄である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで説明される実施形態の目的は、上で概説した問題及び課題のうちの少なくともい
くつかを解決することである。この目的及び他の目的を、添付の独立項において定義され
ているようなネットワークノード、ワイヤレスデバイス、及びそれらにおける方法を用い
ることにより達成することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　１つの観点によれば、ワイヤレスネットワークのネットワークノードにより、ワイヤレ
スデバイスからのアップリンク送信を制御するための方法が実行される。この方法におい
て、上記ネットワークノードは、上記ワイヤレスデバイスへ絶対許可スコープ（ＡＧＳ）
ビットをシグナリングする。上記ＡＧＳビットは、上記ワイヤレスデバイスが単一の送信
時間インターバル（ＴＴＩ）の期間中のアップリンク送信について許可されること、及び
上記ワイヤレスデバイスへ次の許可がシグナリングされるまで上記ワイヤレスデバイスが
アップリンク送信について許可されること、のうちの１つを示す。例えば、上記ＡＧＳビ
ットの第１の値（０又は１）は、任意の数のＴＴＩの期間中の“永続的な（persistent）
”アップリンク送信についての許可を示してもよく、即ちその送信はさらなる通知まで若
しくは送信すべきデータがなくなるまで行われてよく、又は、上記ＡＧＳビットの別の第
２の値（１又は０）は、単一ＴＴＩの期間中のアップリンク送信についての許可を示して
もよく、上記デバイスはその後送信を行うべきでないとされる。
【０００９】
　他の観点によれば、ワイヤレスネットワークのネットワークノードがワイヤレスデバイ
スからのアップリンク送信を制御するように構成される。上記ネットワークノードは、上
記ワイヤレスデバイスへ絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットをシグナリングするように構
成される手段を備え、上記ＡＧＳビットは、上記ワイヤレスデバイスが単一の送信時間イ
ンターバル（ＴＴＩ）の期間中のアップリンク送信について許可されること、及び、上記
ワイヤレスデバイスへ次の許可がシグナリングされるまで上記ワイヤレスデバイスがアッ
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プリンク送信について許可されること、のうちの１つを示す。
【００１０】
　他の観点によれば、ワイヤレスネットワークのネットワークノードによりサービスされ
るワイヤレスデバイスにより、アップリンク送信を制御するための方法が実行される。こ
の方法において、上記ワイヤレスデバイスは、上記ネットワークノードから、絶対許可ス
コープ（ＡＧＳ）ビットを伴うシグナリングを受信する。上記ＡＧＳビットは、上記ワイ
ヤレスデバイスが単一の送信時間インターバル（ＴＴＩ）の期間中のアップリンク送信に
ついて許可されること、及び、上記ワイヤレスデバイスへ次の許可がシグナリングされる
まで上記ワイヤレスデバイスがアップリンク送信について許可されること、のうちの１つ
を示す
【００１１】
　他の観点によれば、ワイヤレスデバイスがワイヤレスネットワークのネットワークノー
ドによりサービスされる際にアップリンク送信を制御するように構成される。上記ワイヤ
レスデバイスは、上記ネットワークノードから、絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットを伴
うシグナリングを受信するように構成される手段、を備え、上記ＡＧＳビットは、上記ワ
イヤレスデバイスが単一の送信時間インターバル（ＴＴＩ）の期間中のアップリンク送信
について許可されること、及び、上記ワイヤレスデバイスへ次の許可がシグナリングされ
るまで上記ワイヤレスデバイスがアップリンク送信について許可されること、のうちの１
つを示す。
【００１２】
　上記方法及びノードは、以下で説明されることになるさらなる特徴及び利点を達成する
ために、別のオプション的な実施形態に従って構成され及び実装されてもよい。
【００１３】
　各ノードについて、少なくとも１つのプロセッサ上で実行された場合に、上記少なくと
も１つのプロセッサに上記方法を実行させる命令、を含むコンピュータプログラムもまた
提供される。各ノードについて、電子信号、光信号、無線信号、又は、非有形の（non-ta
ngible）コンピュータ読取可能な記憶媒体、のうちの１つである上記コンピュータプログ
ラムを含む担体もまた提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　これ以降、例示的な実施形態の手段によって、次の添付図面を参照しながら、本解決策
がより詳細に説明されるであろう。
【００１５】
【図１】いくつかのあり得る実施形態に係る、ワイヤレスデバイスからのアップリンク送
信をいかに制御することができるかを示す通信シナリオである。
【図２】さらなるあり得る実施形態に係る、ネットワークノードにおける手続を示すフロ
ーチャートである。
【図３】さらなるあり得る実施形態に係る、ワイヤレスデバイスにおける手続を示すフロ
ーチャートである。
【図４】拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）絶対許可チャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）上での送信
のための通常の符号化チェーンを示すフローチャートである。
【図５】通常の手続が使用される場合に２つのワイヤレスデバイス（ＵＥ１及びＵＥ２）
にいかに別々のＴＴＩ上でのアップリンクデータ送信を割り当てることができるかを示す
。
【図６】ここで説明される実施形態が使用される場合に２つのワイヤレスデバイス（ＵＥ
１及びＵＥ２）にいかに別々のＴＴＩ上でのアップリンクデータ送信を割り当てることが
できるかを示す。
【図７】さらなるあり得る実施形態に係るネットワークノード及びワイヤレスデバイスを
より詳細に示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　本開示では、ＴＤＭ方式におけるワイヤレスデバイスからのアップリンク送信のための
無線リソースの効率的な使用を可能とする解決策が提示される。上で言及したように、Ｔ
ＤＭ方式では、アップリンク送信を制御するためにワイヤレスデバイスとネットワークノ
ードとの間で相当な量のシグナリングを要し、特に共有される送信周波数上のデバイス間
のスイッチングについてはそうである。この文脈において、ネットワークノードは、通常
、ワイヤレスデバイスに何らかのＴＴＩの期間中に送信が許容されるかを実質的に通知す
るメッセージである、“許可（grant）”というシグナリングメッセージをワイヤレスデ
バイスへ送信する。そのようにして、ネットワークノードは、送信を行うニーズに依存し
及びどの無線リソースが利用可能であるかにも依存して、様々なＴＴＩを割り当てて、あ
る周波数上で様々なワイヤレスデバイスが送信を行うことを可能とする。本開示を通して
、ＴＴＩとの用語は、送信のために使用される任意の時間インターバルを表すために使用
され、本開示はＴＴＩのいかなる具体的な定義にも限定されない。
【００１７】
　旧来の解決策において、ネットワークノードは、アップリンク送信の開始又は終了のい
ずれかをワイヤレスデバイスに指示するために、当該デバイスへ許可をシグナリングし得
る。ワイヤレス通信の分野において一般に使用される専門用語によれば、いわゆる“絶対
許可（Absolute　Grant）”（ＡＧ）は、ワイヤレスデバイスに割り当てられる何らかの
ＴＴＩにおいて当該デバイスがアップリンク送信を行うことが許容されることを示し、一
方で、ワイヤレスデバイスが自身のアップリンク送信を停止しなければならないことを示
すために、いわゆる“ゼロ許可（Zero　Grant）”が使用される。そうした許可メッセー
ジは、拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）絶対許可チャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）といった制御
チャネル上でシグナリングされてよく、Ｅ－ＡＧＣＨは、ＵＴＲＡＮ（Universal　Terre
strial　Radio　Access　Network）及びＨＳＰＡ（High　Speed　Downlink　Packet　Acc
ess）において一般に使用される。
【００１８】
　しかしながら、上述した旧来のシグナリング方式は、アップリンク送信が１つのワイヤ
レスデバイスから他へと切り替わる際にいくつかのＴＴＩが未使用のまま残される結果を
もたらし得る。例えば、ある時点で送信を行っているデバイスは、次のデバイスが送信を
開始可能となる前にゼロ許可を受信しなければならず、ネットワークは、双方のユーザが
同じＥ－ＡＧＣＨをモニタリングするように構成されている場合、それらへ同時にゼロ許
可及び新たな許可を送信できない。これが典型的に、送信の無い少なくとも１つの空のＴ
ＴＩを残す。本解決策及びここで説明されるその実施形態は、そうした未使用のＴＴＩを
回避するために使用されてよく、それにより、特にいくつものワイヤレスデバイスが例え
ばラウンドロビンの形で１度に１回ずつ順に送信を行わなければならないようなシナリオ
において、利用可能な無線リソースの利用率が増加するであろう。デバイスが短い断続的
なアップリンク送信を頻繁に要することもあり得る。
【００１９】
　ネットワークノードからワイヤレスデバイスへとシグナリングされる絶対許可は、典型
的には絶対許可値（ＡＧＶ）を含み、ＡＧＶは、基本的には、ワイヤレスデバイスがどの
ように送信を行うものとされるか、即ちどういったビットレートかを定義する。許可のＡ
ＧＶは、典型的には、複数のビットを含み、例えば５ビットであればｘＡＧＶ，１，ｘＡ

ＧＶ，２，…，ｘＡＧＶ，５と表記され得る。いくつかの応用例において、ネットワーク
ノードは、ＡＧＶに絶対許可スコープ（ＡＧＳ）をも追加する。ＡＧＳは、当該許可がど
のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスについて有効であるかを示すための、
ｘＡＧＳ，１と表記される単一のビットを含む。
【００２０】
　ＨＡＲＱプロセスは、当分野においてよく知られており、基本的には、正確に受信され
なかったデータの再送を制御するために使用される。不定期の再送の必要性に起因するブ
ロッキングを回避する目的で、複数の送信ストリームをセットアップするために、基本的
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には複数のＨＡＲＱプロセスが使用されてよい。例えば、ＡＧＳビットがゼロに設定され
る場合、許可は特定のＨＡＲＱプロセスについて有効であり、即ちＨＡＲＱプロセスに対
して有効ある。ＡＧＳビットが１に設定される場合、許可は全てのあり得るＨＡＲＱプロ
セスについて有効である。これが、３ＧＰＰ（Third　Generation　Partnership　Projec
t）の文書ＴＳ２５．２１２において定義されている現行の手続によるところのＡＧＳビ
ットの旧来の用法である。
【００２１】
　一方、本解決策では、上述したＡＧＳビットが、むしろ採用すべき許可方式をワイヤレ
スデバイスへ指し示すための新規な手法で利用され得る。この場合、ＡＧＳビットは、許
可が“永続的”、即ちさらなる通知まで有効であるか、又は許可が単一のＴＴＩについて
のみ有効であるかのいずれかを指し示す。単一のＡＧＳビットの２つの候補値によってこ
の許可方式の標識を達成することができ、ゼロ又は１である第１の値が、任意の数のＴＴ
Ｉの期間中の永続的な、即ちさらなる通知までのアップリンク送信についての許可を示し
、及び、１又はゼロである別の第２の値が、単一のＴＴＩの期間中のアップリンク送信に
ついての許可を示す。それにより、アップリンク送信を、未使用のＴＴＩを生じさせるこ
となくワイヤレスデバイスの間で切り替えることができ、いくつかのケースではシグナリ
ング量の低減もまた達成され得る。これらが以下により詳細に説明されるであろう。
【００２２】
　端的に説明した通り、第１のワイヤレスデバイスが永続的な通信、即ちさらなる通知ま
での通信を行っている場合、サービングネットワークノードは、当該第１のデバイスへ、
許可及びＡＧＳビットをシグナリングしてよく、ＡＧＳビットは、第１のデバイスがその
最後のＴＴＩにおいて送信を行ってからその送信を停止するように、単一のＴＴＩについ
てのみ許可が有効であることを示す。サービングネットワークノードは、別の第２のワイ
ヤレスデバイスにも許可をシグナリングする場合、当該第２のデバイスは、第１のデバイ
スにより使用される最後のＴＴＩに続くＴＴＩにおいてアップリンク送信を開始すること
ができ、よってその間に未使用のＴＴＩは無くなる。その上、単一のＴＴＩについて許可
が有効であることを示すＡＧＳビットがデバイスへとシグナリングされる場合、そのデバ
イスに送信を停止させるための別個のゼロ許可をシグナリングすることが不要であり、こ
れはデバイスがアップリンク送信のために１つのＴＴＩのみを必要としている場合に特に
有益であり得る。このようにして、このケースでは２つではなく１つのみの制御メッセー
ジが必要とされる。
【００２３】
　結果として、利用可能な無線リソースを、ネットワークにおいてキャパシティ及び性能
が改善されるようにより効率的に利用することができる。このように、これはＡＧＳビッ
トの新たな解釈であり、ネットワークは、例えば上位レイヤシグナリングによって、ＨＡ
ＲＱプロセスに関する旧来の手法か又は許可方式に関する新規な手法かのいずれかである
ＡＧＳビットを解釈するためのやり方を、ワイヤレスデバイスに構成し得る。
【００２４】
　ここで説明される実施形態は、測定レポート、リクエスト、確認応答などといった任意
のデータ及び多様なタイプの制御メッセージを含む、いかなる種類の情報のアップリンク
送信にも適用可能である。よって、本解決策は、いかなる具体的なアップリンク送信にも
限定されない。
【００２５】
　まず図１に示した通信シナリオを参照して、本解決策について説明する。このシナリオ
では、ネットワークノード１００がワイヤレスデバイス１０２にサービスしており、これ
は、例えば時間分割多重方式でのワイヤレスデバイス１０２からのアップリンク送信を制
御するための許可の送信を含む。最初のアクション１：１は、ネットワークノード１００
が、許可によって永続的な送信又は単一ＴＴＩ内での送信のいずれかが許されることを指
し示すものとして当該許可内のＡＧＳビットを解釈するように実質的にデバイス１０２に
指示する構成メッセージを、ワイヤレスデバイス１０２へ送信することを示している。こ



(8) JP 6159035 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

の構成メッセージは、オプションとして、アクション１：１ａにより示されているように
、ネットワークノード１００及びワイヤレスデバイス１０２の動作の制御に基本的に責任
を有する例えば無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）といった、ネットワーク内の制
御ノードから発せられてもよい。
【００２６】
　ワイヤレスデバイス１０２は、許可内のＡＧＳビットをいかに解釈すべきかを今や知得
しており、許可がどのように有効であるかを判定する。他のアクション１：２において、
ネットワークノード１００は、ワイヤレスデバイス１０２へＡＧＳビットを伴う許可をシ
グナリングする。上述したように、アップリンク送信についての許可は、５ビットのＡＧ
Ｖ及び１ビットのＡＧＳを含んでよく、ＡＧＶは実質的に送信のためのビットレートを特
定する。代替的に、許可はその許可においてＡＧＶ部分を省略してＡＧＳビットを含んで
もよく、ワイヤレスデバイスはデフォルトのビットレートなどで送信を行うように構成さ
れてもよい。このケースでは、ＡＧＶは、予め事前に定義され、許可には必ずしも含めら
れない。また、ワイヤレスデバイスがいかなるビットレートを用いることも現実的に自由
であって、ネットワークノードはビットレートの要件を有しないということも可能であり
、このケースでもＡＧＶを必ずしも許可に含めなくてよい。
【００２７】
　アクション１：３は、ワイヤレスデバイス１０２がシグナリングされたＡＧＳビットを
永続的な送信又は単一ＴＴＩ送信のいずれかを示すものとして解釈することを概略的に示
している。前者の場合、ＡＧＳビットは、ワイヤレスデバイス１０２に次の許可がシグナ
リングされるまでアップリンク送信についてワイヤレスデバイス１０２が許可されること
を示し、後者の場合、ＡＧＳビットは、単一のＴＴＩの期間中のアップリンク送信につい
てワイヤレスデバイス１０２が許可されることを示す。そして、ワイヤレスデバイスは、
それに応じて、最後のアクション１：４においてアップリンク送信を実行する。
【００２８】
　オプションとしてのアクション１：２ａは、ワイヤレスデバイスがその時点で永続的な
送信を適用している場合に、ネットワークノード１００が代替的に他のワイヤレスデバイ
ス１０６へＡＧＳビットを伴う許可をシグナリングし得ることを示している。デバイス１
０２は、そのＡＧＳビットを、送信を停止せよとの指示として暗黙的に解釈し得る。それ
により、デバイス１０２への別個のメッセージを要しないことになる。言い換えれば、ネ
ットワークノード１００は、このケースでは、他のワイヤレスデバイス１０６がアップリ
ンク送信について許可されたことを示すようにＡＧＳビットをシグナリングすることによ
り、ワイヤレスデバイス１０２が自身のアップリンク送信を終了すべきであることを暗黙
的に示す可能性を有する。例えば、ＡＧＳビットは、単一のＴＴＩにおけるアップリンク
送信について新たなデバイス１０６が許可されたことを示してもよく、そのＴＴＩの後で
、以前のデバイス１０２はアップリンク送信を再開することができる。１つのデバイスの
永続的な送信を、途中での他のデバイスの送信を可能とする単一ＴＴＩのためにどのよう
に一時的に中断させることができるかが、以下にさらに説明されるであろう。
【００２９】
　本解決策が採用される場合のワイヤレスネットワークのネットワークノードにより実行
される手続の一例を、図２のフローチャートを参照しながら次に説明する。この手続にお
いて、ネットワークノードは、例えば時間分割多重方式で、ワイヤレスデバイスからのア
ップリンク送信を制御するために動作可能である。よって、当該手続には、ネットワーク
ノード及びワイヤレスデバイスが関与し、それらはそれぞれ上述したネットワークノード
１００及びワイヤレスデバイス１０２であってよい。
【００３０】
　第１のアクション２００は、ネットワークノードがワイヤレスデバイスへ絶対許可スコ
ープ（ＡＧＳ）ビットをシグナリングすることを示す。他の“アクション”２０２は、Ａ
ＧＳビットが１及びゼロという２つの候補値のうちの１つであり得ることを概略的に示す
。ＡＧＳビットは、アクション２０４として示されている１（又はゼロ）という第１の値
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を有するケースでは、単一のＴＴＩの期間中のアップリンク送信についてワイヤレスデバ
イスが許可されることを示す。代替的に、ＡＧＳビットが他のアクション２０６として示
されている別の第２の値ゼロ（又は１）を有するケースでは、次の許可がワイヤレスデバ
イスへシグナリングされるまで、ワイヤレスデバイスはアップリンク送信について許可さ
れる。このように、ＡＧＳビットの第２の値は第１の値とは異なる。
【００３１】
　ネットワークノードにおける上の手続は、図１をさらに参照しながら、次のように記述
されてもよい。
【００３２】
　ワイヤレスネットワークのネットワークノード１００により実行される、例えば時間分
割多重方式でのワイヤレスデバイス１０２からのアップリンク送信を制御するための方法
であって、当該方法は、アップリンク送信についての許可と絶対許可スコープ（ＡＧＳ）
ビットとを上記ワイヤレスデバイスへシグナリングすること１：２，２００、を含み、上
記ＡＧＳビットは：
　－上記許可が上記ワイヤレスデバイス１０２に単一の送信時間インターバル（ＴＴＩ）
の期間中のアップリンク送信２０４を許すこと、及び
　－上記許可が上記ワイヤレスデバイス１０２へ次の許可がシグナリングされるまで上記
ワイヤレスデバイス１０２にアップリンク送信２０６を許すこと、
のうちの１つを示す。
【００３３】
　図３のフローチャートを参照しながら、本解決策が採用される場合にワイヤレスデバイ
スにより実行される手続の他の例を次に説明する。この手続では、ワイヤレスデバイスが
、例えば時間分割多重方式でのアップリンク送信を制御するために、ワイヤレスネットワ
ークのネットワークノードによりサービスされている。よって、当該手続には、ワイヤレ
スデバイス及びネットワークノードが関与し、それらはそれぞれ上述したワイヤレスデバ
イス１０２及びネットワークノード１００であってよい。第１のアクション３００は、ワ
イヤレスデバイスがネットワークノードから絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットを伴うシ
グナリングを受信することを示す。図２と同様に、他の“アクション”３０２は、１及び
ゼロという２つの候補値のうちの１つであり得ることを概略的に示す。ワイヤレスデバイ
スは、アクション３０４として示されているＡＧＳビットが１（又はゼロ）という第１の
値を有するケースでは、単一のＴＴＩの期間中のアップリンク送信について当該ワイヤレ
スデバイスが許可されることを示すものとして、ＡＧＳビットを解釈し得る。代替的に、
ワイヤレスデバイスは、他のアクション３０６として示されているＡＧＳビットが別の第
２の値ゼロ（又は１）を有するケースでは、次の許可がワイヤレスデバイスへシグナリン
グされるまでワイヤレスデバイスがアップリンク送信について許可されること（即ち、永
続的送信）を示すものとして、ＡＧＳビットを解釈する。
【００３４】
　ワイヤレスデバイスにおける上の手続は、図１をさらに参照しながら、次のように記述
されてもよい。
【００３５】
　ワイヤレスネットワークのネットワークノード１００によりサービスされるワイヤレス
デバイス１０２により実行される、例えば時間分割多重方式におけるアップリンク送信を
制御するための方法であって、当該方法は、上記ネットワークノード（１００）から、ア
ップリンク送信についての許可と絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットとを受信すること１
：２，３００、を含み、上記ＡＧＳビットは、
　－上記許可が上記ワイヤレスデバイス１０２に単一の送信時間インターバルＴＴＩの期
間中のアップリンク送信２０４を許すこと、及び
　－上記許可が上記ワイヤレスデバイス１０２へ次の許可がシグナリングされるまで上記
ワイヤレスデバイス１０２にアップリンク送信２０６を許すこと、
のうちの１つを示す。
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【００３６】
　次に、ネットワークノードのため及びワイヤレスデバイスのために使用され得るいくつ
かの限定ではなくオプション的な実施形態を説明する。あり得る実施形態において、ネッ
トワークノードは、拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）絶対許可チャネル（Ｅ－ＡＧＣＨ）
においてＡＧＳビットをシグナリングしてもよい。対応して、ワイヤレスデバイスは、ネ
ットワークノードから、Ｅ－ＡＧＣＨにおいてＡＧＳビットを受信してもよい。他のあり
得る実施形態において、ネットワークノードは、ＡＧＳビットをシグナリングして、高ビ
ットレート送信に専用のクリーンキャリア上でのワイヤレスデバイスからのアップリンク
送信を許可してもよい。対応して、ワイヤレスデバイスによりネットワークノードから受
信されるＡＧＳビットは、高ビットレート送信に専用のクリーンキャリア上でのアップリ
ンク送信を許可し得る。
【００３７】
　さらなるあり得る実施形態において、ネットワークノードは、ＡＧＳビットをシグナリ
ングして、任意の数のＴＴＩの期間中の永続的なアップリンク送信についてワイヤレスデ
バイスが許可されることを示すことにより、ワイヤレスデバイスからのアップリンク送信
をトリガしてもよく、そして、ネットワークノードは、ＡＧＳビットをシグナリングして
、ワイヤレスデバイスが最後の単一ＴＴＩの後にそのアップリンク送信を終了すべきであ
ることを示すことにより、ワイヤレスデバイスからのアップリンク送信を停止してもよい
。対応して、ワイヤレスデバイスは、任意の数のＴＴＩの期間中の永続的なアップリンク
送信についてワイヤレスデバイスが許可されることをＡＧＳビットが示す場合に、アップ
リンク送信を実行してもよく、ワイヤレスデバイスは、ワイヤレスデバイスが最後の単一
ＴＴＩの後にそのアップリンク送信を終了すべきであることをＡＧＳビットが示す場合に
、アップリンク送信を停止してもよい。この一例が、以下に図６を参照しながらあらため
て説明されるであろう。
【００３８】
　他のあり得る実施形態において、ネットワークノードは、ＡＧＳビットをシグナリング
して、上述した最後の単一ＴＴＩの後の単一ＴＴＩの期間中のアップリンク送信について
他のワイヤレスデバイスが許可されることを示してもよい。上で説明したように、ワイヤ
レスデバイスは、他のワイヤレスデバイスを主として対象にするＡＧＳビットの暗黙的な
シグナリングによって、自身の送信を停止せよとネットワークノードにより実質的に命令
され得る。対応して、ワイヤレスデバイスは、最後の単一ＴＴＩの後の単一ＴＴＩの期間
中のアップリンク送信について他のワイヤレスデバイスが許可されることをＡＧＳビット
が示す場合に、自身のアップリンク送信を終了させてよい。
【００３９】
　他のあり得る実施形態において、ＡＧＳビットの第１の値（０又は１）は、任意の数の
ＴＴＩの期間中の永続的なアップリンク送信についての許可を示してよく、ＡＧＳビット
の別の第２の値（１又は０）は、単一ＴＴＩの期間中のアップリンク送信についての許可
を示してよい。対応して、ワイヤレスデバイスは、ＡＧＳビットの第１の値（０又は１）
を、任意の数のＴＴＩの期間中の永続的なアップリンク送信についての許可を示すものと
して、及び、ＡＧＳビットの別の第２の値（１又は０）を、単一ＴＴＩの期間中のアップ
リンク送信についての許可を示すものとして解釈してよい。
【００４０】
　他のあり得る実施形態において、ネットワークノードは、例えばアクション１：１につ
いて上述したように、上位レイヤシグナリングによって、ＡＧＳビットを解釈するように
ワイヤレスデバイスを構成してもよい。対応して、ワイヤレスデバイスは、ＡＧＳビット
を解釈するように上位レイヤシグナリングによって構成されてもよい。他のあり得る実施
形態において、ネットワークノードは、対ＴＴＩの許可又は対ハイブリッド自動再送要求
（ＨＡＲＱ）プロセスの許可のいずれかを示すものとしてＡＧＳビットを解釈するように
、ワイヤレスデバイスを構成してもよい。対応して、ワイヤレスデバイスは、対ＴＴＩの
許可又は対ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスの許可のいずれかを示すもの
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としてＡＧＳビットを解釈するように、ネットワークノードにより構成されてもよい。
【００４１】
　他のあり得る実施形態において、ネットワークノードは、シグナリングされる特定の絶
対許可値（ＡＧＶ）との組合せで、ＡＧＳビットをシグナリングしてもよい。このケース
では、ＡＧＶ及びＡＧＳが許可に含まれる。対応して、ワイヤレスデバイスは、ネットワ
ークノードから、シグナリングされるＡＧＶとの組合せで、ＡＧＳビットを受信してもよ
い。
【００４２】
　旧来の手続においてＡＧＶ及びＡＧＳが典型的にはＥ－ＡＧＣＨ上でシグナリングされ
ることに上で言及したが、これはここで説明した実施形態が使用される場合にも当てはま
り得る。図４は、ネットワークノードがワイヤレスデバイスへ送信する許可メッセージを
生成する際にＡＧＶ及びＡＧＳをどのように符号化し得るかを示している。よって、これ
はＥ－ＡＧＣＨ上での送信についての“符号化チェーン”である。この手続は、ステップ
４００において、ＡＧＶビットｘＡＧＶ，１，ｘＡＧＶ，２，…，ｘＡＧＶ，５及びＡＧ
ＳビットｘＡＧＳ，１を多重化することと、ステップ４０２において、アイデンティティ
固有の巡回冗長検査（ＣＲＣ）の付加を行うことと、ステップ４０４において、チャネル
符号化を行うことと、ステップ４０６において、レートマッチングを行うことと、最後に
ステップ４０８において、物理チャネルマッピングを行うことと、を含む。これらステッ
プは、当分野においてよく知られており、ここでの実施形態の理解のために詳細にここで
説明する必要は無い。但し、留意すべきこととして、ステップ４０２におけるＩＤ固有の
ＣＲＣは、基本的に、各デバイスがＥ－ＡＧＣＨ上で送信されるＡＧが当該デバイス宛て
であるのか否かを検出することを可能とする。Ｅ－ＡＧＣＨは、全てのデバイスがモニタ
リング、即ちリッスンするいわゆる“共通チャネル”である。従って、ネットワークは、
２つのデバイスへ同時にＡＧを送信することができず、これは転じて上述した未使用のＴ
ＴＩの問題をもたらす。
【００４３】
　次に、ＴＤＭ方式においてアップリンク送信を許可する際にここでの実施形態を採用す
ることにより、無線リソースの利用率及びシグナリング効率がいかに改善されるかについ
て、図５及び図６に示したいくつかの例を参照しながら説明する。図５は、“レガシー許
可”として言及される、アップリンク送信を許可するための旧来の手続が使用される例を
示している。図５において、ＵＥ１と表記される第１のワイヤレスデバイスは、拡張専用
物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）と呼ばれるチャネル上で、より多量なデータを送
信しており、その送信は複数のＴＴＩにまたがる。ＵＥ１からの永続的な送信は、Ｅ－Ｄ
ＰＤＣＨ上で単一ＴＴＩ内で少量のデータを送信する必要のあるＵＥ２と表記される第２
のワイヤレスデバイスにより中断される。よって、次のようなＥ－ＡＧＣＨ上でのシグナ
リグの手段によって、データのアップリンク送信が単一ＴＴＩのためにＵＥ１からＵＥ２
へと切り替えられ、次いでＵＥ１へと戻されることになる。ネットワークノードによりＵ
Ｅ１及びＵＥ２がサービスされているものとする。
【００４４】
　この旧来の手続では、“ＡＧ”と表記される絶対許可（Absolute　Grant）及び“ＺＧ
”と表記されるゼロ許可（Zero-Grant）という上述したメッセージが、デバイスを制御す
るために利用可能であり、４つのメッセージを要する。よって、当初、複数のＴＴＩにお
いてＥ－ＤＰＤＣＨ上でＵＥ１からの進行中のデータ送信が存在する（１でマーク）。第
一に、ネットワークノードは、ステップ５００において、ＵＥ１へＺＧをシグナリングし
て、ＵＥ１にその送信を停止させ、あるＴＴＩ（黒でマーク）におけるデータ送信を無し
にする。第二に、ネットワークノードは、ステップ５０２において、ＵＥ２へＡＧをシグ
ナリングして、あるＴＴＩ（２でマーク）においてＵＥ２からデータ送信を行わせる。第
三に、ネットワークノードは、ステップ５０４において、ＵＥ２へＺＧをシグナリングし
て、ＵＥ２にその送信を停止させ、別のＴＴＩ（黒でマーク）におけるデータ送信を無し
にする。第四に、ネットワークノードは、ステップ５０６において、ＵＥ１へＡＧをシグ
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ナリングして、さらなるＴＴＩ（１でマーク）においてＵＥ１からのデータ送信を再開さ
せる。
【００４５】
　図５で見たように、ＵＥ１とＵＥ２との間でＵＥ送信を切り替える期間中に、許可を終
了させ及びアクティブ化するレガシーの許可動作に起因して、２つのＴＴＩが浪費され、
即ち未使用となる。
【００４６】
　図６は、本解決策に従って改善された許可方式を用いて同じ動作をどのように達成する
ことができるかを示している。図６において、ＵＥ１は、ＵＥ２が単一ＴＴＩで送信をス
ケジューリングされる前に、ステップ６００において、第１の許可メッセージ内のＡＧＳ
ビットにより示される通りの、最終ＴＴＩにおける送信についての“単一ＴＴＩ（Single
　TTI）”許可を受信する。これは、“単一ＴＴＩ”許可の受信後に自身の送信を終了せ
よとＵＥ１へ指示するためのものである。
【００４７】
　次に、ステップ６０２において、第２の許可メッセージ内のＡＧＳビットにより示され
る通りの“単一ＴＴＩ”許可がＵＥ２へシグナリングされ、ＵＥ２は、単一のＴＴＩ（２
でマーク）において自身の少ないデータ量を送信する。そして、ＵＥ１は、ステップ６０
４において、第３の許可メッセージ内のＡＧＳビットにより示される通りの通常の永続的
な許可を再び認められることができ、自身のデータバッファを空にしようとデータ送信を
続行する。よって、図６において理解し得ることとして、ＵＥの移行において無駄なＴＴ
Ｉが回避されるのみならず、所要の許可メッセージが１つ少なく、即ち、図５における４
つのシグナリングメッセージの代わりに、図６で要するのは３つのシグナリングメッセー
ジである。ＵＥにより送信されるべきデータが再送であり、再送のために許可は不要であ
るとの合意がある場合、ＵＥ２への“単一ＴＴＩ”許可のシグナリングすら不必要である
。一方、“クリーンキャリア”動作において再送が許可の対象であると合意されていれば
、図６において“単一ＴＴＩ”許可が必要とされる。
【００４８】
　図７のブロック図は、上述した解決策及びそれらの実施形態を取り入れるためにネット
ワークノード７００及びワイヤレスデバイス７０２をどのような構造にし得るかの詳細で
はあるが非限定的な例を示している。この図において、ネットワークノード７００及びワ
イヤレスデバイス７０２は、以下の通り、適切であれば、上述した通りの解決策を採用し
たいずれの例及び実施形態に従って動作するように構成されてもよい。ネットワークノー
ド７００及びワイヤレスデバイス７０２の各々は、ここで説明したやり方で情報を伴う信
号を送受信するために適した機器と共に、プロセッサ“Ｐ”、メモリ“Ｍ”、及び通信回
路“Ｃ”を備える。
【００４９】
　よって、ネットワークノード７００及びワイヤレスデバイス７０２の各々の中の通信回
路Ｃは、実装に依存して、無線通信のために適したプロトコルを用いて無線インタフェー
ス上で互いに通信するために構成される機器を備える。
【００５０】
　ネットワークノード７００は、上述したやり方で図２のフローチャートにおけるアクシ
ョン２００～２０６に従って手続を実行するように構成され又は配置される手段を備える
。さらに、ワイヤレスデバイス７０２は、上述したやり方で図３のフローチャートにおけ
るアクション３００～３０６に従って手続を実行するように構成され又は配置される手段
を備える。それらアクションは、ネットワークノード７００及びワイヤレスデバイス７０
２内のそれぞれのプロセッサＰにおける機能モジュールの手段によって、次の通り実行さ
れ得る。
【００５１】
　ネットワークノード７００は、例えば時間分割多重方式において、デバイス７０２など
のワイヤレスデバイスからのアップリンク送信を制御するために構成される。ネットワー
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クノードは、ワイヤレスデバイス７０２へ絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットをシグナリ
ングするように構成される手段を備え、ＡＧＳビットは、
　－ワイヤレスデバイス７０２が単一の送信時間インターバル（ＴＴＩ）の期間中のアッ
プリンク送信について許可されること、及び
　－ワイヤレスデバイス７０２へ次の許可がシグナリングされるまでワイヤレスデバイス
７０２がアップリンク送信について許可されること、
のうちの１つを示す。
【００５２】
　このシグナリングアクティビティは、例えば上のアクション３００～３０６について説
明したやり方で、ネットワークノード７００内のシグナリングモジュール７００ａにより
実行されてもよい。
【００５３】
　上のネットワークノードは、次のように記述されてもよい。
【００５４】
　例えば時間分割多重方式において、ワイヤレスデバイス７０２からのアップリンク送信
を制御するように構成されるワイヤレスネットワークのネットワークノード７００であっ
て、ネットワークノード７００は、ワイヤレスデバイス（７０２へアップリンク送信につ
いての許可及び絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットをシグナリングするように構成される
手段を備え、ＡＧＳビットは、
　－上記許可がワイヤレスデバイス７０２に単一の送信時間インターバル（ＴＴＩ）の期
間中のアップリンク送信を許すこと、及び
　－上記許可がワイヤレスデバイス７０２へ次の許可がシグナリングされるまでワイヤレ
スデバイス７０２にアップリンク送信を許すこと、
のうちの１つを示す。
【００５５】
　ワイヤレスデバイス７０２は、例えば時間分割多重方式において、ワイヤレスネットワ
ークのネットワークノード７００などのネットワークノードによりサービスされる際に、
アップリンク送信を制御するように構成される。ワイヤレスデバイス７０２は、ネットワ
ークノード７００から、絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットを伴うシグナリングを受信す
るように構成される手段、を備え、ＡＧＳビットは、
　－ワイヤレスデバイス７０２が単一の送信時間インターバル（ＴＴＩ）の期間中のアッ
プリンク送信について許可されること、及び
　－ワイヤレスデバイスへ次の許可がシグナリングされるまでワイヤレスデバイス７０２
がアップリンク送信について許可されること、
のうちの１つを示す。
【００５６】
　この受信アクティビティは、例えば上のアクション４００～４０６について説明したや
り方で、ワイヤレスデバイス７０２内の受信モジュール７０２ａにより実行されてもよい
。
【００５７】
　上のワイヤレスデバイスは、次のように記述されてもよい。
【００５８】
　例えば時間分割多重方式において、ワイヤレスネットワークのネットワークノード７０
０によりサービスされる際に、アップリンク送信を制御するように構成されるワイヤレス
デバイス７０２であって、ワイヤレスデバイス７０２は、ネットワークノード７００から
、アップリンク送信についての許可及び絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビットを受信するよ
うに構成される手段、を備え、ＡＧＳビットは、
　－上記許可がワイヤレスデバイス７０２に単一の送信時間インターバル（ＴＴＩ）の期
間中のアップリンク送信を許すこと、及び
　－上記許可がワイヤレスデバイス７０２へ次の許可がシグナリングされるまでワイヤレ
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スデバイス７０２にアップリンク送信を許すこと、
のうちの１つを示す。
【００５９】
　留意すべきこととして、図７は、ネットワークノード７００及びワイヤレスデバイス７
０２内のそれぞれの多様な機能モジュールを示しており、当業者は、それら機能モジュー
ルを、実践において適したソフトウェア及びハードウェアを用いて実装することができる
。よって、本解決策は、概してネットワークノード７００及びワイヤレスデバイス７０２
の図示された構造には限定されず、図中の機能モジュール７００ａ及び７００ｂは、適切
であれば、本開示において説明したいかなる特徴及び実施形態に従って動作するように構
成されてもよい。
【００６０】
　上述した機能モジュール７００ａ及び７０２ａは、それぞれネットワークノード７００
及びワイヤレスデバイス７０２において、それぞれのコンピュータプログラムのプログラ
ムモジュールの手段によって実装されることができ、コンピュータプログラムは、プロセ
ッサＰにより実行された場合に、ネットワークノード７００及びワイヤレスデバイス７０
２のそれぞれに上述したアクション及び手続を実行させる。各プロセッサＰが単一のＣＰ
Ｕ（Central　Processing　Unit）を含んでもよく、又はクラウドが２つ以上の処理ユニ
ットを含む。例えば、各プロセッサＰは、汎用マイクロプロセッサ、命令セットプロセッ
サ及び／若しくは関連するチップセット、並びに／又は、ＡＳＩＣ（Application　Speci
fic　Integrated　Circuit）などの特殊目的マイクロプロセッサを含んでもよい。各プロ
セッサＰは、キャッシュ目的のためのストレージを含んでもよい。
【００６１】
　各コンピュータプログラムは、ネットワークノード７００及びワイヤレスデバイス７０
２の各々において、コンピュータ読取可能な媒体を有するメモリの形式の、プロセッサＰ
へと接続されるコンピュータプログラムプロダクトにより担持されてよい。ネットワーク
ノード７００及びワイヤレスデバイス７０２の各々の中のコンピュータプログラムプロダ
クト又はメモリＭは、よって、コンピュータ読取可能な媒体を含み、コンピュータ読取可
能な媒体上にコンピュータプログラムが例えばコンピュータプログラムモジュールなどの
形式で記憶される。例えば、各ノード内のメモリＭは、フラッシュメモリ、ＲＡＭ（Rand
om-Access　Memory）、ＲＯＭ（Read-Only　Memory）、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically　Er
asable　Programmable　ROM）であってもよく、代替的な実施形態では、ネットワークノ
ード７００及びワイヤレスデバイス７０２のそれぞれの内部のメモリの形式の、異なる複
数のコンピュータプログラムプロダクトへ分散されるプログラムモジュールクラウドであ
ってもよい。
【００６２】
　ここで説明した本解決策は、ネットワークノード７００及びワイヤレスデバイス７０２
の各々において、コンピュータプログラムによって実装されてもよく、コンピュータプロ
グラムは、少なくとも１つのプロセッサ上で実行された場合に、適切であれば、当該少な
くとも１つのプロセッサに上の実施形態のいずれかに係るアクションを実行させる。また
、本解決策は、ネットワークノード７００及びワイヤレスデバイス７０２の各々において
、上のコンピュータプログラムを含む担体で実装されてもよく、その担体とは、電子信号
、光信号、無線信号、又はコンピュータ読取可能な記憶媒体、のうちの１つである。
【００６３】
　次に、本解決策及びその実施形態のさらなる特徴及び詳細が説明されるであろう。
【００６４】
　ここ数年の間に、モバイル事業者は、例えばＷＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　
Multiple　Access）などの３ＧＰＰに基づくモバイルブロードバンドを開始した。さらに
、データアプリケーション向けに設計される新たなデバイスを原動力として、エンドユー
ザの性能要件は、着実に増加している。そのうえ、モバイルブロードバンドの大規模な取
り入れの結果、ＨＳＰＡを可能とするＷＣＤＭＡネットワークにより扱われなければなら
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ないトラフィックボリュームが顕著に拡大した。
【００６５】
　ＨＳＰＡアップリンク性能を改善する目的で、３ＧＰＰリリース７あるいはＲｅｌ７に
おいて、拡張アップリンク（ＥＵＬ）が導入された。アップリンクは設計として非直交的
であり、即ち１回のアップリンク送信が他のアップリンク送信と干渉し得ることから、高
速な閉ループ電力制御などの厳密な電力制御が、“近い”送信が“遠い”送信よりもかな
り低い電力しか要しないという遠近（near-far）問題を解決するために必要とされる。ノ
ードＢあるいは基地局は、ＵＥからの送信信号の受信ＳＩＲを測定し、ダウンリンクにお
いてＵＥへ電力制御コマンドを送信して、送信電力を調整する。電力制御コマンドは、専
用物理チャネル（ＤＰＣＨ）を用いて送信されることができ、又は、チャネライゼーショ
ンコードを節約するために、Ｆ－ＤＰＣＨ（Fractional　DPCH）を用いて送信されること
ができる。異なる複数のＵＥの間の非直交性は、ＵＥ間の干渉漏洩を引き起こし、アップ
リンクのスループットは、マルチＵＥのシナリオにおいて、しばしば２～３Ｍｂｐｓ（メ
ガビット毎秒）へと制限される。
【００６６】
　リアルネットワーク環境における高ビットレート動作を可能とするために、高ビットレ
ート（高ＲＸ電力）ＵＥを、ノードＢにおいて相当に低いＲＸ電力しか要しない音声ユー
ザなど、高ビットレートＵＥにより生成される高い干渉に対し脆弱なＵＥから隔離する必
要がある。現行のＨＳＰＡ技術の範囲内でこれを達成するための自然な手法は、“クリー
ンキャリア”の概念の活用である。手短に言うと、この概念では、複数のキャリアが通常
のキャリア及びクリーンキャリアへと分けられる。通常のキャリアは、ＵＥの基本的なニ
ーズを提供する。クリーンキャリアは、排他的に高ビットレート送信に専用とされる。ク
リーンキャリア上では、ＵＥは、相互の干渉を回避する目的で、例えばＴＤＭ方式に従っ
て、一度に１つが送信を行うようにネットワークによりスケジューリングされる。
【００６７】
　現行のＲｅｌ１２以前の３ＧＰＰ標準を用いてこれを達成するために様々な方法が存在
する。１つの方法は、インター周波数ハンドオーバ（ＩＦＨＯ）手続の活用であり、他の
方法は、デュアルセルＥ－ＤＣＨ動作としても知られる、３ＧＰＰ　Ｒｅｌ９のデュアル
キャリアＨＳＵＰＡ（High-Speed　Uplink　Packet　Access）の特徴の活用である。但し
、上述した方法を用いて“クリーンキャリア”を動作させることは、レイテンシの課題及
び制御チャネルオーバヘッドの課題などのいくつかの欠点を伴い得る。３ＧＰＰ　Ｒｅｌ
１２の「さらなるＥＵＬ拡張（Further　EUL　Enhancements）」という作業項目ＲＰ－１
３２０７８では、ＨＳＰＡ性能を改善可能な多様なアップリンクの改善法が標準化される
。シングルキャリア及びマルチキャリアのアップリンク混成トラフィックのシナリオにお
いて高ユーザビットレートを可能とするサブトピックの１つは、より効率的な“クリーン
キャリア”動作のための、既存のＲｅｌ７　ＣＰＣ及びＲｅｌ９デュアルキャリアＨＳＵ
ＰＡの特徴についての拡張を取り入れる。
【００６８】
　作業項目「さらなるＥＵＬ拡張」において議論された拡張のうちの１つは、“クリーン
キャリア”上のユーザデータ送信を許可するための改善された方法である。許可ハンドリ
ングの拡張を取り入れる動機は、レガシーのＥ－ＡＧＣＨチャネルを用いてバースト的な
高データレートトラフィックを動作させることに伴う欠点を回避することである。主要な
欠点は次の通りである：
　　・データ送信を開始するために１つ、データ送信を停止するために１つという、Ｅ－
ＡＧＣＨ上で２つのメッセージをシグナリングする必要性。これは後に詳細に説明される
　　・許可の終了の検出失敗についての重大な帰結
　　・例えばユーザ間にＴＴＩギャップ無しで動作する能力といった、柔軟性
【００６９】
　現在動いているシステムにおいて、ＴＤＭスケジューリングを実現することができる。
ＴＤＭモードにおいて、ノードＢは、次のピリオドについて送信を行う１つのＵＥを指定
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しなければならず、一方、前のピリオドで送信を行っているＵＥは、その送信を停止しな
ければならないことを通知されなければならない。その動作のために、２つの許可コマン
ドが発行されなければならない：
　　・ＺＥＲＯ又はＩＮＡＣＴＩＶＥのいずれかを伴うＥ－ＡＧＣＨ（あるＵＥについて
の送信停止用）
　　・絶対許可値を伴うＥ－ＡＧＣＨ（あるＵＥについての送信開始用）
【００７０】
　このアプローチの不利な点は、ＵＥ間のシームレスな切替えのためには、双方のコマン
ドが理想的には一度に送信される必要があることである。通常は１つのＥ－ＡＧＣＨチャ
ネルのみが使用されることから、これは不可能である。レガシーの許可を用いてＵＥを切
り替える場合、いずれか１つのＴＴＩが失われることになり（ＵＥ送信の間の１つのＴＴ
Ｉにおいて高ビットレートで送信を行うＵＥがいない）、さもなければ、２つのＵＥが１
つのＴＴＩについて高グラントで同時に送信を行うことになる。これは、未使用のＴＴＩ
、又は双方の送信で重複するＴＴＩについての非常に高い干渉を引き起こすはずである。
【００７１】
　下の表１は、３ＧＰＰにおいて現在議論されている許可方法の比較を示しており、次を
含む：
　　・ゼロ許可用の新たなタイミング
　　・許可検出
　　・時間制限のある許可
【００７２】
　表１に見られるように、それら方式の各々１つに少なくとも１つの欠点がある。
【００７３】
【表１】

 
【００７４】
　「さらなるＥＵＬ拡張」の作業項目説明において、“シングルキャリア及びマルチキャ
リアのアップリンク混成トラフィックシナリオにおける高ユーザビットレートの可能化”
のサブトピックのスコープは、次のように定義されている：
　　ａ）ＤＴＸ／ＤＲＸ拡張（例えば、プライマリキャリア及びセカンダリキャリアの間
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のＤＲＸ／ＤＴＸパラメータの分離、ＤＴＸサイクルの増加、ＤＲＸサイクルの増加、独
立ＤＴＸパラメータ化）
　　ｂ）改善された許可法：セカンダリキャリア及びＴＤＭ動作についての改善された許
可法
　　ｃ）長いデータ中断に起因する性能の課題が見出される場合、セカンダリアップリン
ク周波数上の長いＤＴＸギャップ後の改善された電力制御
【００７５】
　改善された許可法に関して、レガシーの許可法を改善するために、作業項目「さらなる
ＥＵＬ拡張」において様々な改善が提案されてきている。提案された解決策のいずれも、
前に言及したレガシーの許可法の課題の全てを完全には解決できないことから、このトピ
ックについて合意はなされていない。
【００７６】
　“ゼロ許可用の新たなタイミング（New　timing　for　zero-grant）”という解決策の
主な欠点は、タイミングの変化に起因するゼロ許可を復号するための低下した遅延バジェ
ット、及び単一ＴＴＩ（例えば、再送）を送信するためのケイパビリティの欠如である。
【００７７】
　“許可検出（Grant　Detection）”方式の主な欠点は、それが様々な形でシステムをよ
り複雑にすることである。ＵＥは、許可検出閾値の実装を要することになり、全てのユー
ザが終了用許可を受信したか否かについていくらかの不確かさが引き起こされ得る。本方
式は、Ｅ－ＡＧＣＨチャネルの電力制御にも影響する。他の１つの問題は、複数のＵＥを
スケジューリングすることが、追加的なレガシーＥ－ＡＧＣＨの使用を要すること、及び
新たなＵＥが新しいＥ－ＡＧＣＨ及びレガシーＥ－ＡＧＣＨの双方をモニタリングする必
要があるであろうことである。
【００７８】
　“時間制限のある許可（Time　Limited　Grants）”方式の主な欠点は、持続するトラ
フィックのために許可の繰り返しが必要とされることである。
【００７９】
　ここでの実施形態に係る改善された許可方式は、ＴＤＭ動作において高ビットレートユ
ーザに許可を与えるために使用され得る。本方式は、レガシーのＥ－ＡＧＣＨ許可法に基
づいているが、絶対許可スコープビットあるいは略してＡＧＳビットの解釈が、許可は“
対ＨＡＲＱプロセス（Per　HARQ　process）”の許可であるという解釈から、許可は時間
制限のある“単一ＴＴＩ”許可であるという解釈へと変更される。ＵＥが“単一ＴＴＩ許
可”でスケジューリングされる場合、その許可は、１ＴＴＩのデータ送信の後に無効とな
る。ＡＧＳビットの解釈は、上位レイヤにより構成可能である。即ち、ＵＥは、例えばＲ
ＮＣから、ＡＧＳビットが“対ＨＡＲＱプロセス”の許可を示すのか又は“対単一ＴＴＩ
”の許可を示すのかを構成される。“単一ＴＴＩ”の許可をＡＧＳビットが示すように構
成されたＵＥは、“対ＨＡＲＱプロセス”の許可法を用いて送信を行うことができなくな
るが、例えば専用の高ビットレートキャリアである“クリーンキャリア”での動作の文脈
においては、これは大きな課題ではない。
【００８０】
　提案した“単一ＴＴＩ”許可方法は、頻繁なスマートフォンのトラフィック向けの、又
は上述したような“シングルキャリア及びマルチキャリアのアップリンク混成トラフィッ
クのシナリオ”向けの改善された許可ケイパビリティを与える。提案した“単一ＴＴＩ”
許可方法の使用は、レガシーのＥ－ＡＧＣＨ許可法を用いる場合よりも、ＴＤＭスケジュ
ーリングをより大幅に柔軟にする。
【００８１】
　ここで説明した実施形態を用いることにより、例えばＴＤＭ動作において高ビットレー
トユーザに許可を与えるための改善された柔軟な許可方式が達成され得る。本方式は、以
下に説明されるレガシーのＥ－ＡＧＣＨ許可法に基づいている。
【００８２】
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　３ＧＰＰ　ＴＳ２５．２１２“Multiplexing　and　channel　coding　(FDD)”（V11.7
.0　[3GPP　TS25.212]）において仕様化されているように、絶対許可チャネルＥ－ＡＧＣ
Ｈは、６つの情報ビットを含む：
　　・絶対許可値（Absolute　Grant　Value）：ｘＡＧＶ，１，ｘＡＧＶ，２，…，ｘＡ

ＧＶ，５

　　・絶対許可スコープ（Absolute　Grant　Scope）：ｘＡＧＳ，１

【００８３】
　Ｅ－ＡＧＣＨについての全体的な符号化チェーンは、図３に示されている。
【００８４】
　Ｅ－ＡＧＣＨにおいて送信される情報ビットｘＡＧＶ，１，ｘＡＧＶ，２，…，ｘＡＧ

Ｖ，５は、ＵＥへ絶対許可値をシグナリングするために使用される。これらビットは、提
案した許可方式においては変更されず、レガシーの通りに機能する。
【００８５】
　絶対許可スコープビットｘＡＧＳ，１は、レガシーのＥ－ＡＧＣＨにおいて、送信され
た許可が“対ＨＡＲＱプロセス”の許可であるか否かを示すために使用される。即ち、単
一のＨＡＲＱプロセスのみにＥ－ＡＧＣＨにおいて送信された許可値が適用されるのか、
又はそれが全てのＨＡＲＱプロセスに適用されるのか、である。提案した改善される許可
方式について、絶対許可スコープビットの解釈は、許可は“対ＨＡＲＱプロセス（Per　H
ARQ　process）”の許可であるか、から、許可は時間制限のある“単一ＴＴＩ”許可であ
るか、へと変更される。“単一ＴＴＩ”許可の意味は、ＵＥが１つのＴＴＩのデータ送信
のみについてスケジューリングされ、データ送信の後にその許可が無効になるということ
である。
【００８６】
　絶対許可スコープの情報フィールドマッピングは、現行の標準［３ＧＰＰ　ＴＳ２５．
２１２］において次のように定義されている：
【００８７】
４．１０．１Ａ．２　絶対許可スコープの情報フィールドマッピング
　ｘＡＧＳ，１の値は、表１６Ｃにおいて仕様化されている通りに設定される。
【００８８】
【表２】

【００８９】
　本開示において説明した解決策及び実施形態が３ＧＰＰに取り入れられる場合、仕様書
内に次のように更新されたサブチャプターが生成され得る：
【００９０】
４．１０．１Ａ．２　絶対許可スコープの情報フィールドマッピング
　ＩＭＰＲＯＶＥＤ＿ＧＲＡＮＴＩＮＧが有効化されない場合、ｘＡＧＳ，１の値は、表
１６Ｃ．１において仕様化されている通りに設定される。
【００９１】
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【表３】

【００９２】
　ＩＭＰＲＯＶＥＤ＿ＧＲＡＮＴＩＮＧが有効化される場合、ｘＡＧＳ，１の値は、表１
６Ｃ．２において仕様化されている通りに設定される。
【００９３】

【表４】

【００９４】
ここで、ＩＭＰＲＯＶＥＤ＿ＧＲＡＮＴＩＮＧは、改善された許可方式を有効化し及び無
効化するための構成可能なパラメータである。
【００９５】
　上述したように、ＡＧＳビットの解釈は、上位レイヤシグナリングにより構成可能であ
ってよい。即ち、ＵＥは、例えばＲＮＣから、ＡＧＳビットを、それが“対ＨＡＲＱプロ
セス”若しくは“全てのＨＡＲＱプロセス”を示すものとして、又は“永続的な許可”若
しくは“単一ＴＴＩ”の許可を示すものとして解釈するように構成される。その構成は、
詳細化された機能レベルでなされてもよく、より正確にはパラメータが“単一ＴＴＩ”許
可法をターンオンし及びターンオフする。他の手法は、“単一ＴＴＩ”許可法の機能性を
、例えば“さらなるＥＵＬ拡張”又は“より高速なビットレートの可能化”といった特徴
パラメータなどの単一のパラメータによりターンオン及びターンオフされる改善機能のセ
ットの一部とすることであり得る。
【００９６】
　“単一ＴＴＩ”許可を示すＡＧＳビットで構成されたＵＥは、レガシーの通りの“対Ｈ
ＡＲＱ”の許可法を用いて送信を行うことができなくなるが、例えば専用の高ビットレー
トキャリアである“クリーンキャリア”での動作の文脈においては、これは大きな課題で
はない。但し、本解決策のスコープは、“クリーンキャリア”動作のみには限定されず、
任意のアップリンク送信を制御するために使用されることができる。
【００９７】
［略語］
３ＧＰＰ　　　　Third　Generation　Partnership　Project
ＣＲＣ　　　　　Cyclic　redundancy　check
ＤＬ　　　　　　Downlink
ＤＰＣＨ　　　　Dedicated　Physical　Channel
Ｅ－ＡＧＣＨ　　Enhanced　dedicated　channel　Absolute　Grant　Channel
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Ｅ－ＤＣＨ　　　Enhanced　Dedicated　Channel
Ｅ－ＤＰＤＣＨ　Enhanced　Dedicated　Physical　Data　Channel
ＥＵＬ　　　　　Enhanced　uplink
Ｆ－ＤＰＣＨ　　Fractional　Dedicated　Physical　Channel
ＨＡＲＱ　　　　Hybrid　Automatic　Repeat　Request
ＨＳＵＰＡ　　　High-Speed　Uplink　Packet　Access
ＩＦＨＯ　　　　Inter-Frequency　Handover　
ＳＩＲ　　　　　Signal-to-Interference　Ratio
ＴＤＭ　　　　　Time　Division　Multiplexing　
ＴＴＩ　　　　　Transmit　Time　Interval
ＵＥ　　　　　　User　Equipment
ＵＬ　　　　　　Uplink
ＷＣＤＭＡ　　　Wideband　Code　Division　Multiple　Access
【００９８】
　具体的で例示的な実施形態を参照しながら本解決策について説明したが、概してその説
明は発明の概念をただ例示することを意図されており、本解決策のスコープを限定するも
のとして受け取られるべきではない。例えば、“ネットワークノード”、“ワイヤレスデ
バイス”、“絶対許可スコープ（ＡＧＳ）ビット”、“送信時間インターバル（ＴＴＩ）
”、“クリーンキャリア”及び“永続的なアップリンク送信”といった用語が本開示を通
じて使用されているものの、ここで説明した特徴及び特性を有する他のいかなる対応する
エンティティ、機能、及び／又はパラメータが使用されてもよい。本解決策は、添付の特
許請求の範囲によって定義される。
 

【図１】

【図２】

【図３】
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